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突然、お手紙を差し上げることをお許しください。私は青森県で２年間、英語を教えているアメリカ出身の教師です。毎年、行われる高円宮杯第全日本中学校英語弁論大会の参加資格制限に関する手紙を書かせていただきます。全国で多くの生徒が、高円宮杯弁論大会の参加資格制限により、無念に貴重な英語での発表の機会を逃がしていることをお伝えしたいと思います。特に２ａ、２ｂ、と３の制限により、いたずらに多くの中学生が除外されています。そして、この三つの制限に除外された生徒、さらに日本の英語教育もたくさん被害を被っていると思います。他の制限は理解できますが、この三つの制限は生徒の英語能力と関係がありません。その上、外国人と外国に住んだことのある生徒にとって、この制限はとても差別的だと思います。最も重要なことには、この生徒達を除外するための制限はこの大会の大切な目的に反しています。

[目的]

本大会は、国際性豊かな青少年を育てるために、国際語である英語を熟達させるとともに、広くその普及を図り、日本文化の発展ならびに国際親善に寄与することを目的とする

さらに、日本の教育事情はこの制限（特に３番）による悪い影響を受けていると思います。例えば、外国人と外国の経験をした子供は何か有利な英語能力があるから、普通の生徒と違う扱いをするべきだということを暗示しているようです。私はこの大会に参加する学生に何も制限するべきではないと言っているのではありません。確かに、特別な英語環境がある生徒を除外する制限２ｃに賛成します。しかし、この制限も問題点があるので改正した方がいいと思います。下に四つの制限に関する私の意見を述べさせていただきます。

第２ａ　外国で生まれ、満5歳を過ぎて外国に滞在したもの。
· この制限の問題は、同居、学校、などの日常生活で英語を使って、外国に生まれた生徒と英語をぜんぜん体験しない外国で生まれた生徒とは同じではありません。

第２ｂ　満5歳の誕生日後に、通算1年以上または継続して6ヶ月以上外国に滞在したもの。
· ２ａと同じ、この制限には同居、学校、など日常生活で英語を使わなくても外国に滞在した生徒はいたずらに除外されます。

第２ｃ　日常生活または学校生活において、英語をコミュニケーション手段として使用するなど、他の生徒と比べて英語環境が著しく優位にあると認められるもの。また、日本国内にある外国語学校（インターナショナル・スクールやアメリカン・スクール、その他英語による教育を行っている学校）に在学中または在学経験のあるもの。
· この制限は、親類や友達とよく英語で話しても、一緒に住んでない生徒とは区別できません。そして、英語塾に行く、英語の家庭教師につぃたことがある、または同居で英語系の留学生がいたことがある生徒は除外しません。

第３　両親または祖父母のいずれかが外国人（帰化された方も含む）の場合、原則として認めない。
· この制限は英語を話す両親と祖父母が現在いる生徒だけ除外するようにを改正せねばならないと思います。つまり、英語を話さない環境で暮らした生徒が、１００％日本人ではないというだけの理由で大会出場の権利を失うのはおかしいと思います。その考えからいくと、アメリカに住んでいる日系三世の生徒は他のアメリカの生徒と日本語の弁論大会が制限されることを意味する。尚、殆どの国でこれは不法です。

次の仮説に基づいた例は、高円宮杯第５４回全国中学校英語弁論大会のおかしな制限を改めて認識させると思います。

· 健太君はイギリスで生まれ、英語と韓国語ぺらぺらの１００％日本人の両親と住んでいました。イギリスで健太君は両親と日本語だけで育ち日本の学校に通学しました。学校の友達とはほとんど日本語だけで話しますが、学校以外の友達とは時々、英語で話します。５歳の誕生日の前、お母さんと一緒に日本に帰国しました。でも、毎年４週間お父さんに会うためイギリスに行きます。健太君は５歳から１４歳まで合計、４０週間（１年より少ない）イギリスに滞在しました。そしてお母さんに少し英語を教えてもらったり、イギリスの友達に英語の電子メールを書きます。しかしながら、健太君は１００％日本人で、１年以上外国に滞在しなかったので高円宮杯第54回全日本中学校英語弁論大会に参加できます。

· 一方で、友子さんは日本で生まれ、二人の両親とずっと日本に住んでいます。しかし、友子さんのおじいさんは英語を話せなかった中国人です。第二次世界大戦の時、中国から日本へ来ました。そしておじいさんは日本人と結婚しました。でも友子さんが生まれる前に彼は死んでしまいました。友子さんのお父さんは日本市民権を持ち、お母さんは日本人です。両親と他の祖父母は日本語しか話しません。今、友子さんは１４歳で英語が大好きですが、故おじいさんとお父さんのせいで彼女は高円宮杯第54回全日本中学校英語弁論大会に参加できません。

これらの例で、友子さんのような差別が生まれ、日本にいる多くの生徒はこの制限を受けることになり、不公平であることがはっきりと分かります。その上に、友子さんのような生徒は祖父母や両親の国籍のことで、いじめと仲間はずれによくあっています。さらに、この制限は健太君のような生徒を優遇することになります。何よりも悪いことはこの制限で先生は友子さんより健太君の英語教育は友子さんのより、良い印象を与えるようです。それにより、健太君にもっと教育機会を得る権利を与えることになるのです。

高円宮杯団体が、来年の大会の規則を再検討される際に、この問題を考慮して頂きたいと心から希望します。さらに、今年は第３番の制限が復活したので、去年参加し、今年も参加するつもりの生徒を除外したことは、世の中の動きに反していると思います。この生徒の、今年も参加して、一年間に学んだ英語の成果を発表したいと言う思いを無視することになります。

最後に、日本の生徒達は英語を習い、練習する機会を全員に公平に与えられたら、日本はもっと国際豊かなと平和な社会になると信じています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具
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